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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．第35期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び第35期の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期 

第３四半期 
連結累計期間

第36期
第３四半期 
連結累計期間

第35期

会計期間

自 平成23年
  ４月１日 
至 平成23年 
  12月31日

自 平成24年
  ４月１日 
至 平成24年 
  12月31日

自 平成23年
  ４月１日 
至 平成24年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 86,823 75,863 114,002

経常利益 (百万円) 15,258 24,523 16,831

四半期（当期）純利益 (百万円) 16,925 29,400 17,391

四半期包括利益又は 
包括利益

(百万円) 18,496 29,807 19,126

純資産額 (百万円) 81,006 111,457 81,644

総資産額 (百万円) 691,589 610,751 665,184

１株当たり四半期 
（当期）純利益金額

(円) 70.60 122.26 72.49

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益金額

(円) ― 122.07 ―

自己資本比率 (％) 11.5 17.9 12.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 61,285 29,323 72,739

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,703 738 2,653

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △108,188 △43,606 △128,676

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高

(百万円) 96,766 73,181 86,695

回次
第35期 

第３四半期 
連結会計期間

第36期
第３四半期 
連結会計期間

会計期間

自 平成23年
  10月１日 
至 平成23年 
  12月31日

自 平成24年
  10月１日 
至 平成24年 
  12月31日

１株当たり四半期 
純利益金額

(円) 24.03 40.62
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当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社（以下、当社と合わせて「当社グルー

プ」という。）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

２ 【事業の内容】
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前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。 

また、当第３四半期連結累計期間において存在している、継続企業の前提に関する重要事象等は次のとお

りであります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断した

ものであります。 

当社グループは、金融機関からの借入、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、

短期・長期の資金調達を行ってまいりましたが、利息返還請求による資金負担増や近年の急激な資金調達

市場の悪化などを要因として、当社グループがその事業を継続するだけの新たな資金調達が困難な状況に

至るおそれがあり、平成22年３月期連結会計年度より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような

状況が存在しております。 

当該状況を解消すべく、当社グループは「３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析（６）重要事象等について」に記載のとおり、金融支援を含む事業再生計画の承認を受け、当第３四半

期連結累計期間においては、事業再生計画に基づき平成24年６月11日の通常弁済を含む34,245百万円を対

象債権者に弁済いたしました。 

また、事業再生計画に規定された具体的な対応策の実施により、継続企業の前提に関する重要な不確実

性は認められないと判断しております。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要や円安基調などを背景に緩やかに回復し

つつありますが、欧州債務危機や新興国経済の減速、デフレの長期化などから、依然先行きは不透明な

状況が続いております。 

消費者金融業界におきましては、平成22年６月に完全施行された貸金業法による総量規制や出資法の

上限金利引き下げの影響による市場規模の縮小に加え、未だ高位で推移している利息返還請求への対応

など、経営環境は厳しい状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、平成21年12月24日に成立した、事業再生ＡＤ

Ｒ手続の事業再生計画を着実に履行するため、希望退職者の募集による341名の人員削減や、債権管理

部門の統合などの組織変更に加え、当社のシステム開発・運用業務をライフカード株式会社のシステム

部門へ委託するなど、更なるコスト削減や業務効率化を進めてまいりました。 

今後におきましても、グループ全体での更なる事業効率の向上やコスト構造改革などにより、財務体

質並びに収益性の改善に取り組み、事業再生計画に沿った弁済を着実に履行し、事業再生の実現に向け

全力を尽くしてまいります。 

  

（業績の概況） 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は75,863百万円（前年同期比12.6％減）

となりました。その主な内訳といたしましては、営業貸付金利息が47,184百万円（前年同期比19.8％

減）、包括信用購入あっせん収益が9,242百万円（前年同期比10.7％増）、信用保証収益が3,433百万円

（前年同期比5.6％減）、買取債権回収高が3,053百万円（前年同期比10.1％増）、償却債権回収額が

8,388百万円（前年同期比3.8％減）となっております。 

営業費用につきましては、18,323百万円減の52,704百万円（前年同期比25.8％減）となりました。そ

の主な要因といたしましては、貸倒引当金繰入額が13,736百万円減少したことなどによるものでありま

す。 

このほか、事業再生計画に基づく対象債権の債権買取益5,948百万円など、6,024百万円（前年同期比

16.6％増）の特別利益を計上しております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業利益は23,159百万円（前年同期

比46.6％増）、経常利益は24,523百万円（前年同期比60.7％増）、四半期純利益は29,400百万円（前年

同期比73.7％増）となりました。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況
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セグメント別の状況は次のとおりであります。 

  

無担保ローンにつきましては、お客様の資金ニーズに迅速に対応した商品の開発・販売に努めており

ます。 

当第３四半期連結累計期間における当社の無担保ローン新規契約件数は５万９千件（前年同期比

36.3％増）、成約率は36.8％（前年同期比7.9ポイント増）となりました。 

しかしながら、総量規制の影響などから、当第３四半期連結会計期間末における無担保ローンの営業

貸付金残高は229,075百万円（前期末比13.8％減）、有担保ローンの営業貸付金残高は53,074百万円

（前期末比20.3％減）、事業者ローンの営業貸付金残高は9,617百万円（前期末比21.4％減）となり、

結果、営業貸付金残高は291,767百万円（前期末比15.3％減）となりました。 

  

信用保証事業につきましては、新たに10社の提携先と個人向け無担保ローン新商品の販売を開始する

など、保証提携先拡大に向けた営業並びに新商品の提案・販売促進支援を行っております。 

結果、当第３四半期連結会計期間末における個人向け無担保ローン保証先は66社、支払承諾見返残高

は40,782百万円（前期末比9.8％増）となりました。また、事業者向け無担保ローン保証先は91社、支

払承諾見返残高は9,543百万円（前期末比15.2％減）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社の営業収益は47,791百万円（前年同期比13.1％

減）、営業利益は17,110百万円（前年同期比89.1％増）、経常利益は17,886百万円（前年同期比72.1％

増）、四半期純利益は24,517百万円（前年同期比71.6％増）となりました。 

  

ライフカード株式会社は、平成23年７月１日より事業を開始しております。そのため、前年同期は平

成23年７月１日～平成23年12月31日の期間による数値比較となっております。 

  

包括信用購入あっせん事業につきましては、ホームページ機能の拡充に加え、既存会員向けキャンペ

ーンの実施など、カード会員の利便性の向上と取扱高の拡大に取り組んでおります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における取扱高は346,305百万円（前年同期比65.8％増）、

包括信用購入あっせん事業に係る割賦売掛金残高は78,497百万円（前期末比8.3％増）となりました

（債権の流動化によりオフバランスとなった割賦売掛金727百万円が含まれております。）。 

   

カードキャッシング事業につきましては、当第３四半期連結会計期間末における営業貸付金残高は、

35,726百万円（前期末比16.0％減）となりました。 

  

（アイフル株式会社）

〔ローン事業〕

〔信用保証事業〕

（ライフカード株式会社）

〔包括信用購入あっせん事業〕

〔カードキャッシング事業〕
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信用保証事業につきましては、保証提携先拡大に向けた営業並びに既存提携先への新商品の提案・販

売促進支援を行っております。 

結果、当第３四半期連結会計期間末における個人向け無担保ローン保証先は148社、支払承諾見返残

高は23,762百万円（前期末比7.1％減）となり、事業者向け無担保ローン保証先は21社、支払承諾見返

残高は98百万円（前期末比41.1％減）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間におけるライフカード株式会社の営業収益は19,705百万円

（前年同期比50.7％増）、営業利益は4,058百万円（前年同期比8.7％増）、経常利益は4,933百万円

（前年同期比53.6％増）、四半期純利益は3,920百万円（前年同期比107.0％増）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における報告セグメントに含まれない連結子会社３社（ビジネクスト株式

会社、アストライ債権回収株式会社、ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社）の営業収益は

8,704百万円（前年同期比2.1％減）、営業利益は1,450百万円（前年同期比87.2％増）、経常利益は

1,440百万円（前年同期比85.9％増）、四半期純利益は1,146百万円（前年同期比20.6％増）となりまし

た。 

なお、前年同期は、平成23年７月１日付で当社に吸収合併された、株式会社マルトー、株式会社シテ

ィズ及び株式会社シティグリーンの平成23年４月１日から平成23年６月30日までの数値を含んでおりま

す。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前期

末に比べ13,514百万円減少の73,181百万円（前期末比15.6％減）となりました。当第３四半期連結累計

期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は29,323百万円（前年同期比52.2％減）となりました。これは主に、営

業貸付金などの営業債権の減少による資金の増加が、利息返還損失引当金の減少による資金の減少を上

回ったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は738百万円（前年同期比80.1％減）となりました。これは主に、長期

貸付金の回収によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果使用した資金は43,606百万円（前年同期比59.7％減）となりました。これは主に、借

入金の返済や社債の償還によるものであります。 

  

〔信用保証事業〕

（その他）

(2) キャッシュ・フローの状況
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当社グループは、事業再生ＡＤＲ手続において承認された事業再生計画に基づき、平成24年６月11日

の通常弁済を含む34,245百万円を対象債権者に弁済いたしました。今後も、事業再生計画の履行を最重

要課題とし、事業再生計画に沿った弁済を着実に行ってまいります。また、より一層の優良債権の積み

上げや債権ポートフォリオの良質化に努め、コスト構造改革により財務体質並びに収益性の改善を行

い、現状の資金調達力に見合った水準まで資産規模の圧縮を行うとともに、グループ全体で更なる事業

効率の向上を図ってまいります。 

このほか、当社グループは、今後の経営環境の変化に的確に対処すべく、社内規定整備や内部管理態

勢の強化など、更なるコンプライアンス態勢の充実に努めてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、お客様へのご融資などの営業活動に対して資金を必要としており、金融機関等から

の借入や社債発行等により調達を行っております。 

  

当社グループの短期有利子負債は、金融機関等からの借入によっております。当第３四半期連結会計

期間末の短期有利子負債は43,360百万円であります。その平均利率は1.44％であります。 

  

当社グループの長期有利子負債は、社債及び金融機関等からの借入によっております。当第３四半期

連結会計期間末における長期有利子負債（１年以内に返済又は償還が予定されている長期借入金及び社

債を含みます。）は267,550百万円であります。長期有利子負債のうち、金融機関等からの借入は

233,750百万円であり、その平均利率は2.14％であります。また社債の発行による資金調達は33,800百

万円であり、その平均利率は2.60％であります。 

社債に係る償還満期までの最長期間は２年10ヶ月（平成27年10月）であります。 

  

当社グループには、「１ 事業等のリスク」に記載のとおり、重要事象等が存在しております。 

当該状況を解消すべく、当社グループは、今後の事業再生と事業継続に向け強固な収益体質の確立およ

び財務体質の抜本的な改善を図るため、平成21年９月24日、事業再生ＡＤＲ手続の申込を行い、同年12

月24日に開催された債権者会議において、金融支援を含む事業再生計画が承認され、事業再生ＡＤＲ手

続が成立いたしました。 

当第３四半期連結累計期間においては、事業再生計画に基づき平成24年６月11日の通常弁済を含む

34,245百万円を対象債権者に弁済いたしました。 

当社グループは事業再生計画に規定された具体的な対応策の実施により、継続企業の前提に関する重

要な不確実性は認められないと判断しております。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(4) 研究開発活動

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

（短期有利子負債）

（長期有利子負債）

(6) 重要事象等について
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（注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数 (株）

普通株式 568,140,000

計 568,140,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末 

現在発行数 (株) 
(平成24年12月31日)

提出日現在発行数 (株)
(平成25年２月14日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 240,933,918 240,933,918
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数50株

計 240,933,918 240,933,918 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成24年10月１日～ 
平成24年12月31日

― 240,933,918 ― 143,324 ― 150,232
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当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による

記載をしております。 

 
(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式350株が含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式16株及び証券保管振替機構名義の株式30株が含ま

れております。 

  

 
  

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

役職の異動 

(6) 【大株主の状況】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年12月31日現在

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式（その他) ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等)  
普通株式 457,900 ― ―

完全議決権株式（その他)  
普通株式 240,442,600 4,808,852 ―

単元未満株式  
普通株式 33,418 ― ―

発行済株式総数 240,933,918 ― ―

総株主の議決権 ― 4,808,852 ―

② 【自己株式等】

平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

(％)

（自己保有株式） 
アイフル株式会社

京都市下京区烏丸通
五条上る高砂町381－１

457,900 ― 457,900 0.19

計 ― 457,900 ― 457,900 0.19

２ 【役員の状況】

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 
常務執行役員

経理部・総務部・
コンプライアンス
部・審 査 部・情 報
システム部担当

取締役
常務執行役員

情報システム本部
長兼経理部・総務
部・審査部担当

涌田 暢之 平成24年７月１日
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）及び「特定金融会社等の会計の整理に

関する内閣府令」（平成11年総理府・大蔵省令第32号。）に基づいて作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月

１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてお

ります。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 86,700 73,185

営業貸付金 ※2, ※6 455,012 ※2, ※6 397,870

割賦売掛金 ※3, ※5 78,949 ※3, ※5 83,047

営業投資有価証券 661 602

支払承諾見返 74,147 74,186

その他営業債権 8,445 7,299

買取債権 4,585 3,455

その他 17,219 14,261

投資損失引当金 △50 －

貸倒引当金 ※7 △117,604 ※7 △94,591

流動資産合計 608,069 559,317

固定資産

有形固定資産 19,358 18,280

無形固定資産 8,668 5,691

投資その他の資産 ※8, ※9 29,088 ※8, ※9 27,461

固定資産合計 57,115 51,433

資産合計 665,184 610,751

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,387 12,952

支払承諾 74,147 74,186

短期借入金 35,000 43,360

1年内償還予定の社債 17,000 8,800

1年内返済予定の長期借入金 44,748 37,240

未払法人税等 425 925

引当金 5,287 2,832

その他 ※4 21,128 ※4 10,726

流動負債合計 207,125 191,023

固定負債

社債 34,300 25,000

長期借入金 229,396 196,509

利息返還損失引当金 108,667 82,975

負ののれん 435 272

その他 3,614 3,513

固定負債合計 376,415 308,270

負債合計 583,540 499,294
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 143,324 143,324

資本剰余金 ※1 164,392 ※1 164,392

利益剰余金 △224,820 △195,419

自己株式 △3,110 △3,110

株主資本合計 79,785 109,186

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △46 △86

その他の包括利益累計額合計 △46 △86

新株予約権 51 56

少数株主持分 1,853 2,300

純資産合計 81,644 111,457

負債純資産合計 665,184 610,751
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

営業収益

営業貸付金利息 58,829 47,184

包括信用購入あっせん収益 8,351 9,242

個別信用購入あっせん収益 297 177

信用保証収益 3,637 3,433

その他の金融収益 20 9

その他の営業収益 15,687 15,815

営業収益合計 86,823 75,863

営業費用

金融費用 7,491 5,247

売上原価 2,114 2,481

その他の営業費用 61,421 44,975

営業費用合計 71,027 52,704

営業利益 15,796 23,159

営業外収益

為替差益 － 833

負ののれん償却額 163 163

その他 389 407

営業外収益合計 553 1,403

営業外費用

為替差損 976 －

貸倒引当金繰入額 35 13

その他 80 26

営業外費用合計 1,091 39

経常利益 15,258 24,523

特別利益

負ののれん発生益 1,114 －

債権買取益 2,901 5,948

その他 1,148 76

特別利益合計 5,165 6,024

特別損失

固定資産売却損 2 1

投資有価証券売却損 1,452 －

投資有価証券評価損 0 27

その他 356 －

特別損失合計 1,811 28

税金等調整前四半期純利益 18,611 30,519

法人税、住民税及び事業税 1,362 656

法人税等調整額 △19 14

法人税等合計 1,342 671

少数株主損益調整前四半期純利益 17,269 29,847

少数株主利益 343 446

四半期純利益 16,925 29,400
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 17,269 29,847

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,227 △39

その他の包括利益合計 1,227 △39

四半期包括利益 18,496 29,807

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 18,153 29,360

少数株主に係る四半期包括利益 343 446
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 18,611 30,519

減価償却費 5,099 4,611

債権買取益 △2,901 △5,948

負ののれん償却額 △1,278 △163

投資損失引当金の増減額（△は減少） △176 △54

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,576 △26,310

賞与引当金の増減額（△は減少） △763 △520

ポイント引当金の増減額（△は減少） 118 190

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △59,489 △25,692

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △179 △2,125

受取利息及び受取配当金 △104 △27

投資有価証券売却損益（△は益） 1,398 △32

営業貸付金の増減額（△は増加） 113,055 57,141

割賦売掛金の増減額（△は増加） △2,667 △4,098

その他営業債権の増減額（△は増加） 1,693 1,145

買取債権の増減額（△は増加） △652 1,130

破産更生債権等の増減額（△は増加） 3,948 4,411

営業保証金等の増減額（△は増加） 934 △903

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,038 2,930

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,433 △6,736

その他 △419 88

小計 61,257 29,555

利息及び配当金の受取額 104 27

法人税等の還付額 48 24

法人税等の支払額 △123 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,285 29,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △212 △308

有形固定資産の売却による収入 574 220

無形固定資産の取得による支出 △532 △333

投資有価証券の売却による収入 3,744 532

その他 130 627

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,703 738
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 68,997 81,260

短期借入金の返済による支出 △66,560 △72,900

長期借入れによる収入 9,731 10,351

長期借入金の返済による支出 △40,364 △44,797

社債の償還による支出 △79,943 △17,472

自己株式の取得による支出 △0 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △49 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,188 △43,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,204 △13,514

現金及び現金同等物の期首残高 139,971 86,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 96,766 ※1 73,181
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※１ 資本剰余金には、簡易株式交換方式による資本準備金増加額18,693百万円（資本連結手続上、認識さ

れた子会社株式評価差額金13,900百万円を含む）が含まれております。 

  

※２ 営業貸付金に含まれる個人向け無担保貸付金残高は次のとおりであります。 

 
  

※３ 割賦売掛金 

 
  

※４ 割賦利益繰延 

 
     (注) （ ）内金額は、加盟店手数料で内書きとなっております。 

  

※５ 債権の流動化に伴うオフバランスとなった金額は次のとおりであります。 

 
  

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産（当社においては建物を除く）については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

なお、この変更による影響は軽微であります。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日)

318,785百万円 277,801百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

包括信用購入あっせん 76,090百万円 81,347百万円

個別信用購入あっせん 2,859 1,700

計 78,949 83,047

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日)

当期首 
残高 

(百万円)

当期 
受入高 

(百万円)

当期
実現高 
(百万円)

当期末
残高 

(百万円)

包括信用購

入あっせん
441 11,076 11,152

364
(40)

個別信用購

入あっせん
219 △5 160

54
(3)

信用保証 63 1,787 1,802
48

(―)

融資 ― 17,250 17,250
―

(―)

計 724 30,109 30,366
467
(44)

当期首
残高 

(百万円)

当四半期 
受入高 

(百万円)

当四半期 
実現高 
(百万円)

当四半期末
残高 

(百万円)

包括信用購

入あっせん
364 9,085 9,095

355
(37)

個別信用購

入あっせん
54 △0 39

14
(1)

信用保証 48 1,100 1,108
41

(―)

融資 ― 8,461 8,461
―

(―)

計 467 18,647 18,703
411
(38)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

割賦売掛金 1,664百万円 727百万円
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※６ 営業貸付金に係る貸出コミットメント 

前連結会計年度(平成24年３月31日) 

営業貸付金のうち、382,972百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客か

らの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入が

できる契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高は、688,926百万円（有担保リボルビング契約及び事業者向けリボルビ

ング契約の合計8,427百万円を含む）であります。 

なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、

契約後も随時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も

含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ず

しも当社グループの将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。 

  

当第３四半期連結会計期間(平成24年12月31日) 

営業貸付金のうち、314,746百万円は、リボルビング契約によるものであります。同契約は、顧客か

らの申し出を超えない範囲で一定の利用限度枠を決めておき、利用限度額の範囲で反復して追加借入が

できる契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高は、677,086百万円（有担保リボルビング契約及び事業者向けリボルビ

ング契約の合計8,888百万円を含む）であります。 

なお、同契約には、顧客の信用状況の変化、その他当社グループが必要と認めた事由があるときは、

契約後も随時契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

また、この融資未実行残高には、残高がない顧客や契約締結後一度も貸出実行の申し出がない顧客も

含まれており、融資実行されずに終了するものも多くあることから、融資未実行残高そのものが、必ず

しも当社グループの将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。 

  

※７ 貸倒引当金のうち、営業貸付金に優先的に充当すると見込まれる利息返還見積額は次のとおりであり

ます。 

 
  

※８ 資産の金額から直接控除している投資損失引当金の額 

 
  

※９ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 
  

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日)

58,112百万円 46,164百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

投資その他の資産 41百万円 37百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

投資その他の資産 38,741百万円 35,444百万円
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※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

現金及び預金勘定 96,771百万円 73,185百万円

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金

△4 △3

現金及び現金同等物 96,766 73,181
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前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネクスト株式会社及びア

  ストライ債権回収株式会社等を含んでおります。 

   ２. 株式会社ライフにつきましては、平成23年４月１日から平成23年６月30日のまでの数値となっておりま 

 す。 

  

２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

前連結会計年度の末日に比して、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著

しく変動しております。 

 なお、当該変動は平成23年７月１日付で組織再編を実施したことによるものであります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

 
  

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

第２四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、変更

前は、主要事業会社である「アイフル株式会社」及び「株式会社ライフ」の２つを報告セグメントとし

ておりましたが、変更後は、主要事業会社である「アイフル株式会社」、「株式会社ライフ(当社によ

る吸収合併までの期間)」及び「ライフカード株式会社」の３つを報告セグメントとしております。 

なお、当該変更は平成23年７月１日付で組織再編を実施したことによるものであります。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメント（百万円)
その他  
(百万円) 
(注1)

合計
(百万円)アイフル 

株式会社

株式会社
ラ イ フ 
(注2)

ライフカード
株式会社

計

営業収益

外部顧客からの営業収益 55,001 10,079 12,875 77,956 8,867 86,823

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高

8 8 197 214 19 234

計 55,009 10,087 13,073 78,170 8,887 87,058

セグメント利益 14,286 766 1,894 16,947 950 17,898

利益 金額（百万円)

報告セグメント計 16,947

「その他」の区分の利益 950

セグメント間取引消去 △2,250

のれんの償却額 1,278

四半期連結損益計算書の四半期純利益 16,925
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５．報告セグメントのごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項 

（重要な負ののれんの発生益） 

「アイフル株式会社」セグメントにおいて、株式会社ライフの少数株主持分相当額と交付したアイフ

ル株式会社の株式時価との差額であります。 

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期間において1,114百万

円であります。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビジネクスト株式会社及びアスト

ライ債権回収株式会社等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

 
  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

平成23年７月１日付で組織再編を実施したことにより、第35期第２四半期連結会計期間より報告セグ

メントとして記載する事業セグメントを主要事業会社である「アイフル株式会社」及び「ライフカード

株式会社」の２つを報告セグメントとしております。 

（変更前は、主要事業会社である「アイフル株式会社」及び「株式会社ライフ」の２つを報告セグメン

トとしておりました。） 

  

報告セグメント
その他  
(注)

合計アイフル
株式会社

ライフカード
株式会社

計

営業収益

外部顧客からの営業収益 47,782 19,376 67,159 8,704 75,863

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高

8 329 338 ― 338

計 47,791 19,705 67,497 8,704 76,201

セグメント利益 24,517 3,920 28,437 1,146 29,584

利益 金額（百万円)

報告セグメント計 28,437

「その他」の区分の利益 1,146

セグメント間取引消去 △346

のれんの償却額 163

四半期連結損益計算書の四半期純利益 29,400
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注) 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有する株

式が存在しないため記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 70円60銭 122円26銭

 四半期純利益 16,925百万円 29,400百万円

 普通株主に帰属しない金額 ― ―

 普通株式に係る四半期純利益 16,925百万円 29,400百万円

 普通株式の期中平均株式数 239,732,347株 240,476,011株

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 122円07銭

 四半期純利益調整額 ― ―

 普通株式増加数 ― 384,592株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要

― ―

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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アイフル株式会社 

 
  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているア

イフル株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成

24年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを

行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年２月８日

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  山  口  弘  志  印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  岩  淵  貴  史  印



  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アイフル株式会社及び連結子会社の平成24

年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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